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中小企業庁が中小企業白書・小規模企業白書を公表 
（生産性向上に向けた取り組みなどを分析） 

中小企業庁から、平成30年４月に、「2018年版中小企業白書・小規模企業白書」が公表され

ました。深刻化する人手不足の現状を分析した上で、中小企業・小規模企業の生産性向上に向

けた取り組みについて、分析が行われています。以下で、概要を紹介します。 

中小企業白書・小規模企業白書の要約 （生産性向上など） 

●中小企業白書より 

★ 中小企業については、景況感は改善傾向にある一方、大企業との生産性格差は拡大している 

として、「生産性の向上が急務」と指摘しています。 

★ 具体的には、次のような取り組みが重要としています。 

◎生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し＊  ◎設備投資による労働生産性の向上 

◎人材活用面での工夫による労働生産性の向上    ◎M＆Aを中心とする事業再編・統合を通じた労働生産性の向上 

◎IT利活用による労働生産性の向上 

＊IT導入等を行う上でも業務プロセスの見直しは大前提。下図参照 

図 ：業務見直しの実施有無別に見た、他の生産性向上策により労働生産性が向上した企業の割合 

★ 中小規模企業においても、次のような取り組みが重要としています。 

◎業務の見直し                                 ◎設備投資による労働生産性の向上 

◎IT利活用による労働生産性の向上              ◎企業間連携及び事業承継による労働生産性の向上 

★ また、小規模企業については、経営者に業務が集中しているという問題もあり、「IT導入等による経営者の業務効率化

が急務」と指摘しています。人手不足の現状の中で、いかに生産性の向上を図っていくのかが課題といえそうです。 

白書では、好事例も紹介されています。詳しく知りたいときにはお声かけください。内容を踏まえたアドバイスをさせ

ていただきます。 

●小規模企業白書より 



過労死等防止対策大綱の改定案を公表 

 

◆平成27年に策定された現行版を改定 

厚生労働省は４月24日、過労死等防止対策大綱の改定

案を公表しました。大綱では、過労死や過労自殺を防ぐた

めに国が取るべき対策がまとめられています。３年ごとに

見直すこの大綱を、政府は今夏にも閣議決定する方針で

す。今回の改定案では、将来的に過労死をゼロとすること

を目指し、労働時間、年次有給休暇の取得、勤務間インタ

ーバル制度およびメンタルヘルス対策について、数値目標

を設定することが盛り込まれました。 

◆労働時間 

平成32年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合

を５％以下とするとしています。また、長時間労働の是正

対策として、労働時間をＩＣカードなどの「客観的な記

録」で会社側が確認することを原則とすることが新たに明

記されています。 

さらに、仕事と子育てや介護を無理なく両立させるため

には、長時間労働を是正し、働く人の健康を確保すること

によって、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高

齢者が働きやすい社会に変えていくため、原則として、月

45時間かつ年360時間とする時間外労働の限度について

周知・啓発を行う方針です。 

◆年次有給休暇の取得 

取得率は５割を切っています。これを平成32年までに

70％以上とし、特に、年次有給休暇の取得日数が０日の者

の解消に向けた取組みを推進するとしています。 

◆勤務間インターバル制度 

欧州では１日24時間につき最低連続11時間の休息時間

の確保を義務化していることを参考に、導入を促進しま

す。平成29年の調査では、制度の導入割合はわずか1.4％

でした。制度を導入していない企業（92.9％）のうち制度

を知らなかった企業が40.2％で、この周知が課題となりま

す。今回、新たに数値目標を盛り込むこととしています

（数値は未定）。 

◆メンタルヘルス対策 

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合は、

長期的には増加しているものの、56.6％と未だ５割台に留

まっています。これを平成34年度までに80％以上とする

としています。また、労働者のメンタルヘルスの不調の原

因にもなり得るパワーハラスメントへの対策については、

その予防・解決のための周知・啓発を進めることが重要で

あるとして、平成30年３月の検討会での報告を踏まえ、

必要な対応を検討していくとしています。 

【厚生労働省～第11回過労死等防止対策推進協議会 配

布資料】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204334.html 

 

平成 29年度重点監督の実施結果より 

 

◆重点監督で全体の65.9%が労働基準関係法令違反 

厚生労働省が公表した昨年11月に実施した「過重労働

解消キャンペーン」における重点監督の実施結果による

と、実施した7,635事業場のうち5,029事業場（全体の

65.9％）で労働基準関係法令違反が確認されたそうです。 

今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に

関する労災請求のあった事業場や若者の「使い捨て」が疑

われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑わ

れる事業場に対して集中的に実施されたものです。 

◆36.3%で違法な時間外労働 

労働基準関係法令違反が確認された事業場のうち、違法

な時間外労働があったものが2,848事業場（37.3％）、賃

金不払残業があったものが536事業場（7.0%）、過重労働

による健康障害防止措置が未実施のものが778（10.2%）

となっています。 

◆製造業、商業、建設業、小規模事業場で多く実施 

重点監督実施事業場を業種別でみると、多い業種から製

造業（26.4%）、商業（15.1%）、建設業（12.6%）と続い

ています。また、事業場規模別にみると、多い順に、

10~29人規模で34.0%、１～９人規模で21.2%、30～49

人規模で16.3%と小規模事業場に集中していることがわか

ります。 

◆監督指導の実施事業場数は増えている 

前年の同期に比べると、監督実施事業場は7,014（平成

28年11月）から7,635（平成29年11月）と１割近く増

えており、厚生労働省も長時間労働の是正に向けた取組み

を積極的に行っていることがわかります。 

企業としても、長時間労働の是正や適切な労働時間管理

については積極的に取り組んでいきたいところです。 

【厚生労働省～平成29 年度「過重労働解消キャンペー

ン」の重点監督の実施結果】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204309.html 



若年性認知症への対応 

 

◆若年性認知症に関する調査 

65歳未満で発症した認知症を「若年性認知症」と呼びま

す。有名なアルツハイマー型だけではなく、脳血管の障害や

頭部外傷によっても発症したり、その原因は多様です。働き

盛りの現役世代が認知症を発症すると、仕事に影響を及ぼ

し、会社を辞めることになった場合には、経済的困難に直面

し、生活設計が崩れるなど大きな影響があります。 

若年性認知症について、企業と団体を対象に実施したア

ンケート調査（認知症介護研究・研修大府センター；2017

年）の結果から、次のようなことが明らかになりました。 

◆発見の経緯は職場での受診勧奨が最多 

会社が若年性認知症の人を把握した経緯として「会社か

らの受診勧奨」が最も多くなっています（約５割）。その他

は、「本人からの相談・申告」が約４割、「家族からの相談・

申告」が約１割となっています。企業等に勤めている人では、

家庭よりも職場での気づきが重要なようです。 

◆会社としての対応状況 

会社の対応としては、約６割で「他の業務・作業に変更し

た」としており、配置転換による就労継続を図っています。

次いで、「労働時間の短縮・時間外労働削減」、「管理職業務

からの変更」が行われています。報酬・雇用については、「作

業能力低下でも報酬を維持した」が最も多く６割以上とな

っており、本人の会社に対するそれまでの貢献を考慮して

いる会社が多くなっています。一方で、症状の進行状況によ

っては合意退職も行われているようです。 

◆対応の検討が必要 

最近では、障害者雇用については認知度が高まっている

ようですが、それは身体障害に偏っているようです。若年性

認知症の人の多くは精神障害者保健福祉手帳を取得してい

ることから、身体以外の障害についても一層の理解が求め

られるとともに、会社としての適切な対応についても理解

を深めることが必要でしょう。 

若年性認知症は早期発見・早期治療が重要とされていま

す。貴重な人材に力を発揮し続けてもらうためにも、受診勧

奨、休職・復職、職務変更に関する規定の整備や相談先に関

する情報提供など、該当する従業員が現れた場合に会社が

適切な対応を取れるよう、検討しておく必要があるでしょ

う。 

 

若手社員の「飲み会嫌い」は本当か？ 

 

◆「平成生まれ」と「昭和生まれ」の意識調査 

ソニー生命保険株式会社が、平成生まれ（20歳～28

歳）と昭和生まれ（52歳～59歳）を対象にアンケートを

行い、『平成生まれ・昭和生まれの生活意識調査』として

公表しました。同調査から、それぞれの有職者に対して仕

事にまつわる質問を取り上げます。 

◆「仕事に対する考え方」の傾向 

理想的な仕事は「給料が高い仕事」と「やりがいがある

仕事」のどちらかという質問に対し、平成生まれは「給料

が高い仕事」の方が56.7％と多く、昭和生まれは「やりが

いがある仕事」の方が61.8％と多い結果となりました。 

また、残業が多い人は「頑張っている人だと思う」か

「仕事ができない人だと思う」か、という質問では、「頑

張っている人だと思う」が平成生まれで60.1％、昭和生ま

れで52.5％となりました。同調査は「働き方改革を掲げ、

業務効率改善や残業時間削減の方針を打ち出す企業は増加

していますが、平成生まれには、“残業が多い＝頑張って

いる”と考える人が多いようです」としています。 

◆「飲み会」への考え方 

勤務先でのイベントは「積極的に参加したい」か「プラ

イベートを大切にしたい」か、という質問では、平成生ま

れの61.5%、昭和生まれの71.3%が「プライベートを大切

にしたい」と回答しており、昭和生まれのほうがより多い

結果となりました。 

同調査はこの結果を、若手はいわゆる“飲みニュケーシ

ョン”に消極的などといわれることがありますが、必ずし

もそうではないようだ、と総括しています。 

シチズン時計が昨年行った「社会人1年目の仕事と時間

意識」でも、「実際にあった飲み会の頻度」が「理想の飲

み会の頻度」より少ないという結果となり、同社も「職場

のコミュニケーション機会として『もう少し誘って欲し

い』と考えている新入社員もいる」と、さきほどの調査と

同様の結論となっています。 

俗に「５月病・６月病」などともいわれるように、入

社・新年度からしばらく経ち、新しい環境に適応できず思

い悩んでしまう若手が増える時期です。気になる社員をみ

かけたら、あまり気負うようなことなく、お酒の席へなど

へ誘ってみてはいかがでしょうか。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆あとがき◆ 「２０２０年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方」（藤野貴教著：かんき出版）を読みました。

AI は脅威ではなく、私たちの幸せな働き方をサポートしてくれるもの。うちにも早く雇いたいなあと思うところ

です。真の働き方改革はAIの進展で加速度的に実現していくことでしょう。 

お仕事 
カレンダー 

3 月 

多様な選考・採用機会の拡大に向けた取り組み 厚労省が経済団体に要請 

厚生労働省は、平成30年４月、日本経済団体連合会、経済同友会、全国中小企業団体中央会、全

国商工会連合会に対して、多様な選考・採用機会の拡大に関する周知啓発への協力を要請しました。 

この要請は、本年３月に、いわゆる若者雇用促進法に基づく指針が改正されたことと、「年齢にか

かわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」が策定されたことを受けて行われたもので

す。これらの指針の概要を確認しておきましょう。 

6/11 ● 一括有期事業開始届の提出（建設業） 

主な対象事業：概算保険料160万円未満で、かつ請負金額が1億8,000万円未満の工事 
● 5月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 
● 納期特例適用の個人住民税特別徴収税額2017年12月から2018年5月分の納付 

6/30 
● 5 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 4 月決算法人の確定申告と納税・10 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 7 月・10 月・2018 年1 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

お仕事 
カレンダー 

６月 

★詳細については、気軽にお問い合わせください。他の好事例も含めて、紹介させていただきます。 

＜いわゆる若者雇用促進法に基づく指針の改正＞ 

●『事業主は、ICT利活用の可能性も検討しつつ、「地域を限定して働ける勤務制度の積極的な導入」、「キャリア展望に係る

情報開示」といった措置を講ずるよう努めること』などの内容を追加。 

●これを受けて、指針のポイントを紹介するリーフレットも公表。『新規学卒者等の募集・採用にあたり、｢地域限定正社員

制度｣の導入を検討しませんか？』といった呼び掛けが行われています。 

＜「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の策定＞ 

●企業・労働者双方において中途採用・転職・再就職ニーズの高まりを受けて、転職・再就職が不利にならない柔軟な労働

市場や企業慣行の確立が求められていることから、そのために企業に望まれる取組を示した指針を策定。 

●企業に望まれる基本事項は、主に「募集・採用」、「入社後の活躍支援」、「専門性等をもつ従業員の活躍推進」の３つに関

する取組とし、その内容を示しています。 

●これを受けて、指針のポイントおよび中途採用の好事例（＊）を紹介するリーフレットも公表。『年齢にかかわりなく、

必要な人材の確保を!!』という呼び掛けが行われています。 

＊好事例の例 


